
令和 4年 12月 1日 

各位 

 

 

食中毒事故発生に関するお詫びとお知らせ 

 

弊社受託先である東京都内の介護老人保健施設におきまして、ウエルシュ菌による下痢

の症状を発症する食中毒事故が発生いたしました。 

 

ご利用者様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、同施設のご利用者ならびに関係各位の皆様にも、ご迷惑とご心配をお掛けいたしまし

たこと、重ねてお詫び申し上げます。 

 

当該厨房施設は令和 4 年 11 月 24 日より営業を自粛し、原因食材及び作業工程について

保健所による調査を継続しております。疫学調査の結果、弊社の提供した共通する食事が当

該施設厨房で調理されたこと、また喫食者様の検便よりウエルシュ菌が検出されたことか

ら、当該施設の食事が原因であると断定されました。所管保健所により、令和 4年 12月 1

日から営業停止 3日間の行政処分を受けております。 

 

この度の行政処分を厳粛に受け止め、原因の究明と衛生管理の徹底、社員教育の強化に取

り組んで参る所存でございます。 

 

何卒今後とも一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社アーバン 給食事業部 

電話：042-629-4566 

（対応時間：平日 9時～17時） 

 


